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「いしかわ外国人材活用ワンストップセンター外国人材向け就労相談窓口運営事業」

企画提案公募実施要領 

 

 

石川県人材確保・定住推進機構(以下、「機構」という。)では、「いしかわ外国人材活用ワンス

トップセンター 外国人材向け就労相談窓口運営事業」（以下「本事業」という。）について、下記

のとおり企画提案公募を行います。本事業の受託を希望する場合は、本要領に基づき、所定の応

募書類を提出して下さい。 

なお、本公募は、令和 9年度 6月補正予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、

予算成立前に公募の手続を行うものです。受託事業者の決定、予算の執行は、令和 9 年度 6 月補

正予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になる可能性があります。 

 

１ 事業の目的 

人口減少や少子高齢化に伴い、石川県内（以下「県内」という。）企業の人手不足が深刻化

する中、県内の外国人労働者数及び外国人雇用事業所数は年々増加しており、外国人労働者

を雇用している県内企業の中には、雇用・定着に課題を抱える企業も多い。 

このような実情を鑑み、機構では、令和 6 年 8 月から、いしかわ外国人材活用ワンストッ

プセンター（以下「ワンストップセンター」という。）を開設し、企業向けの相談窓口として

対応を行っているが、県内企業等への就職を希望する外国人材や県内在住の外国人労働者か

らの就労相談窓口がなく、その整備が課題となっていた。 

本事業は、昨今増加傾向にある、外国人材からの職業紹介依頼や労働相談に対応する窓口

の整備を図ることで、県内企業等における外国人労働者の活用・定着を促進することを目的

とするものである。 

 

２ 事業内容等 

   別添仕様書のとおり 

 

３ 事業実施期間 

   令和 8年 7月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 

４ 委託事業費の上限額 

   3,000千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 企画提案公募参加資格 

 （１）民間企業、NPO法人、その他の法人及び法人以外の団体 

 （２）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営

基盤を有していること 

 （３）職業安定法第 4条第 1項に定める職業紹介事業を同法の規程に則り、厚生労働大臣の許可

を受けて実施している者であること 

 （４）次の事項にいずれにも該当しないこと 

   ① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者 

② 石川県から指名停止の措置を受けている者 

③ 県税、消費税及び地方消費税を滞納している者 
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④ 会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は更生手続きを行っている者 

⑤ 役員（役員として登記または届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。）

が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及び第６

号に掲げる暴力団員並びにそれらの利益となる行動を行う者 

⑥ 政治団体 

⑦ 宗教団体 

 

６ 応募書類 

（１）応募申込書（様式１） 

（２）企画提案書（様式２） 

下記の全ての内容を記載すること。 

① 本事業の実施体制（スタッフの配置・人数、相談対応方法等） 

② 相談窓口の対応日時や対応日時外の相談対応方法 

③ 外国人材の職業紹介に関する業務実績 

④ 業務の広報活動方法 

⑤ 本県及び他自治体事業の実績（外国人労働者関係事業に限る。） 

⑥ その他アピールしたい点等（応募者の持つ強み、工夫した点等） 

（３）経費積算書（様式３） 

   記載例に基づき具体的に記載すること。 

（４）その他、提案の内容を補足する書類 

   提案内容を補足する資料があれば提出すること（任意）。 

（５）応募資格等確認用書類 

  ① 定款又は寄付行為 

  ② 職業安定法に定める職業紹介事業が実施可能なことを証する書類の写し 

  ③ 最新の決算（営業）報告書（１年分） 

④ パンフレット等会社の概要がわかるもの 

（６）留意事項 

  ① 企画提案は１者につき１件とする。 

② 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。 

③ 書類の内容を提出後に変更することはできない。 

④ 応募申込に要する費用は、応募者の負担とする。 

⑤ 再委託を必要とする場合は、企画提案書に理由及び範囲、予定金額を明記すること。 

⑥ 採択された企画提案書の著作権は機構に帰属するものとする。 

 

７ 応募の手続き及び選考方法 

（１）問い合わせ先及び応募書類の提出先 

〒920-0935 石川県金沢市石引４-17-１ 石川県本多の森庁舎１階 

石川県人材確保・定住推進機構（ILAC） 

いしかわ外国人材活用ワンストップセンター 担当：近堂（こんどう） 

      TEL：076-213-7730  メールアドレス global@jobcafe-ishikawa.jp 

（２）応募の手続き 

  ① 応募に関する質問 
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 ア 受付期間 令和 8年 6月 10日(水)から 6月 17日(水)17:00まで 

 イ 質問様式 

   様式は自由であるが、以下の項目を明記すること。 

・件名は「いしかわ外国人材活用ワンストップセンター外国人材向け就労相談窓口 

運営事業の件」とすること。 

   ・法人等の名称、部署名、担当者氏名、電話番号及びメールアドレス 

 ウ 送付方法 

   電子メールにより（１）に記載のメールアドレスあて送付すること。 

   ※電話や来所による質問は一切受け付けないものとする。 

 エ 回答方法 

   質問ごとに随時、質問者に対し、回答する。 

   なお、企画提案書の審査に係る質問には回答できない。 

② 応募書類の受付 

 ア 提出方法 

   電子メールにより（１）に記載のメールアドレスあて送付すること。 

イ 提出期限 

   令和 8年 6月 24日(水)17:00まで 

（３）選考について 

① 選考方法 

 ア 審査会において下記②の審査基準に基づいて審査を行い、「４ 委託事業費の上限額」

の範囲内で優れた提案をした１社を受託候補者として選定するものとする。応募者が１

社の場合も、審査会を実施し、適当と認められる場合は受託候補者として選定する。 

イ 審査方法は、書類審査とする。 

② 審査基準 

 ア 事業実施能力（実施体制、事業実績） 

 イ 事業実施内容（提案内容、実施方法、広報活動） 

ウ 経費積算（積算根拠） 

③ 審査結果の通知 

  審査対象となった提案の応募者全員に審査結果を通知する。 

 

８ 受託候補者選定後の契約手続き 

（１）機構は書類審査で選定した受託候補者から見積書を徴収し、機構が設定する予定価格の範

囲内で随意契約を締結するものとする。 

（２）業務委託に係る仕様は受託候補者が提出した企画提案書等を基に確定する。 

なお、事業の実施にあたり、機構と受託候補者との協議により、提案内容を一部変更した

うえで業務委託仕様書を作成することがあるので留意すること。 

 


